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(57)【要約】
【課題】　液晶表示装置のアレイ基板において、電極と
信号線との間の容量を低減するために有機樹脂の厚い絶
縁膜が用いられるが、端子の接続部では除去する必要が
ある。端子接続部以外に当該絶縁膜を設けたままだと、
その高低差によりＡＣＦの導電粒子による接続が困難と
なる。また、端子近傍の絶縁膜を全て除去すると端子が
腐食する。
【解決手段】　本発明に係るアレイ基板は、金属膜から
なる導電膜パターンと、当該導電膜パターンの上面に形
成された透明導電膜パターンと、当該導電膜パターンの
側面に形成されて、当該金属膜を母材とする酸化絶縁膜
とを有するものである。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁性基板と、
前記絶縁性基板上に形成されて、駆動回路と接続するための複数の接続端子とを有するア
レイ基板であって、
前記接続端子の各々は、
前記絶縁性基板上に形成された金属膜からなる導電膜パターンと、
前記導電膜パターンの上面に形成された透明導電膜パターンと、
前記導電膜パターンの側面に形成されて、前記金属膜を母材とする酸化絶縁膜とを有する
ことを特徴とするアレイ基板。
【請求項２】
前記金属膜は、アルミ、クロム、チタンのいずれか、もしくはアルミ、クロム、チタンの
いずれかを母材とする合金からなることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項３】
前記導電膜パターンの上面において前記透明導電膜パターンで被覆されていない領域は、
前記酸化絶縁膜で覆われていることを特徴とする請求項１または２に記載のアレイ基板。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項に記載のアレイ基板を備えたことを特徴とする表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アレイ基板及びそれを備えた表示装置に関するものである。詳細には、液晶
表示装置やセンサーに用いられるアレイ基板のように、外部部品と接続する部位である端
子を有するものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置の表示方式として、液晶表示パネルと垂直方向に電界を発生させる
ＴＮ（Twisted Nematic）モードが広く用いられてきた。ところが、液晶表示パネルとほ
ぼ平行方向（横方向）に電界を発生させることによって、液晶分子を横方向で駆動する横
電界方式が提案された。この横電界方式は、高視野角や高精細、高輝度化に有利であり、
今後、特にスマートフォンやタブレットなどを代表とする中小型パネルで主流になってい
くと考えられる。
【０００３】
　横電界方式としては、In Plane Switchingモードと、ＦＦＳ（Fringe Field Switching
）モードとが知られている。ＦＦＳモードの液晶表示装置は、アレイ基板において下部電
極と、スリットを有する上部電極と、それら電極の間に設けられた絶縁膜とを備えて構成
され、下部電極及び上部電極のいずれか一方が画素電極として用いられ、他方が対向電極
として用いられる。画素電極と対向電極との間に電圧が印加されると、液晶層にてほぼ横
方向に向かう電界が発生し、液晶層の液晶分子が、当該横方向の電界に応じて駆動される
。
【０００４】
　液晶表示パネルの表示領域では、上部電極及び下部電極の下方に保護絶縁膜を介して、
信号線及び薄膜トランジスタが形成される。外部からの任意の信号（電圧）が、信号線及
び薄膜トランジスタを経た後、保護絶縁膜のコンタクトホールを介して、下部電極または
上部電極に印加されると、上述した電界が発生する。
【０００５】
　しかしながら、動作時には、下部電極と信号線との間に表示品位の低下の原因となる寄
生容量が発生する。そこで、下部電極と信号線との間には、当該寄生容量を小さくするた
めの絶縁膜が形成される。特許文献１では、当該絶縁膜として、寄生容量を小さくするこ
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とが可能であり、かつ、薄膜トランジスタの段差を無くすことも可能な、膜厚が比較的厚
いアクリル樹脂膜を用いることが提案されている。
【０００６】
　また、液晶表示パネルでは、上述の表示領域だけでなく、表示領域を囲む額縁領域が設
けられる。額縁領域には、複数の端子電極と、表示領域から延設されて複数の端子電極に
接続された複数の外部配線とが形成されており、各外部配線は、損傷及び水分などによる
腐食から保護する保護絶縁膜によって覆われている。ここで、液晶表示装置の製造工程に
おいては、液晶表示パネルの端子電極と、外部素子（例えばプリント基板やＩＣチップな
ど）とが電気的に接続される。具体的には、保護絶縁膜から露出された端子電極に、ＡＣ
Ｆ（異方性導電膜）などを介して外部素子を圧着することにより、端子電極と外部素子と
が、ＡＣＦ内の導電粒子によって導通される。
【０００７】
　しかしながら、額縁領域の外部配線上方に、上述のアクリル樹脂膜を形成した場合には
、外部配線上方に形成されたアクリル樹脂膜と、アクリル樹脂膜が形成されない端子電極
との間に、アクリル樹脂膜の膜厚とほぼ同じ高低差（段差）が生じる。このため、本来、
端子電極と外部素子とが、ＡＣＦ内の導電粒子によって導通されなければならないところ
、端子電極周辺のアクリル樹脂膜が邪魔をする（アクリル樹脂膜に圧着力が分散される）
ことにより、導通されない、すなわち接触不良が生じることがあった。そのため、額縁領
域の配線上方に平坦化膜を形成しないことにより、端子電極と外部素子との間の導通を確
実に行う技術が知られている。（特許文献２）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２２６１７５号公報
【特許文献２】特開２０１４－２３５３５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、この方法では、ＩＣ出力端子のメタルが露出してしまうため、メタルの腐食に
よる歩留まり低下および信頼性の低下を招いてしまう。なお、ここでいうメタルとは配線
を形成する材料でもある。従来は、メタルをインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）膜のパターン
で覆うことにより腐食を防止してきた。
【００１０】
　ここで、上述のメタルについて説明しておく。ＩＣとアレイ基板の接続状態を確認する
方法として、例えば特開２００７－２８６１１９号に記載されている通り、ＡＣＦ中に含
まれる導電粒子とアレイ側端子を微分干渉顕微鏡で導電粒子が出力端子に与える圧力を圧
痕として確認する方法がある。この場合、圧痕を確認するために出力端子にはメタル材が
必要であり、しかもそのメタルの面積をある程度確保する必要がある。一方、ＩＴＯ膜は
透明な酸化物導電膜であるため圧痕がメタルよりも残りにくいうえに、そもそも透明電極
であるため、圧痕の確認は出来ない。
【００１１】
　上記のようにメタルをＩＴＯで覆う腐食防止方法では、ＩＴＯがメタルを覆うことによ
り必要以上の端子面積を確保する必要があり、近年の傾向であるＩＣの狭ピッチ化および
パネルの狭額縁化には不適当である。本発明は、このような問題点を解決するためになさ
れたもので、ＩＣの狭ピッチ化やパネルの狭額縁化に対応する端子構造を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るアレイ基板は、絶縁性基板と、前記絶縁性基板上に形成されて、外部の駆
動回路と接続するための複数の接続端子とを有するアレイ基板であって、前記接続端子の
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各々は、前記絶縁性基板上に形成された金属膜からなる導電膜パターンと、前記導電膜パ
ターンの上面に形成された透明導電膜パターンと、前記導電膜パターンの側面に形成され
て、前記金属膜を母材とする酸化絶縁膜とを有することを特徴とするアレイ基板である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、歩留まりの低下、大幅なプロセスの変更を引き起こすこと無くＩＣと
アレイ基板との接続マージンを確保し、ＩＣの狭ピッチ化およびパネルの狭額縁化に対応
することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施の形態１に係るアレイ基板の平面図である。
【図２】実施の形態１に係るアレイ基板の表示領域における画素の図面である。
【図３】実施の形態１に係るアレイ基板の端子部の平面図と断面図である。
【図４】実施の形態１に係るアレイ基板の端子部における工程ごとの断面図である。
【図５】実施の形態２に係るアレイ基板の端子部の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を説明する。以下の説明は、本発明の実施の形態
を説明するものであり、本発明が以下の実施形態に限定されるものではない。また、説明
の明確化のため、以下の記載及び図面は、適宜、省略及び簡略化がなされている。図面は
模式的なものであり、示された構成要素の正確な大きさなどを反映するものではない。な
お、各図において同一の符号を付されたものは同様の要素を示しており、適宜、重複説明
は省略されている。
【００１６】
実施の形態１．
　図１に、本発明に係る表示装置である液晶表示装置に用いられるアレイ基板と対向基板
の平面図を示す。絶縁性基板上に後述する素子等が形成されたアレイ基板１と、対向基板
２とが対向して貼り合わされている。図１においては、対向基板２がアレイ基板１の手前
に表されている。対向基板２には必要に応じて、たとえばＲＧＢ３色を含むカラーフィル
タが形成されていてもよい。また、図示しないがアレイ基板１と対向基板２との間には液
晶が封入されており、漏れださないようにシール等で密封されている。
【００１７】
　次にアレイ基板１について説明する。アレイ基板１には、マトリックス状に配置された
複数の画素から構成される表示領域５１と、その外周領域である額縁領域５２とを有して
いる。すなわち、表示領域５１の外周を囲む非表示領域が額縁領域５２となる。本発明に
関する端子はこの額縁領域５２に配置されているが、以降ではまず先に表示領域５１に関
する説明を行い、その後に額縁領域５２について説明する。
【００１８】
　表示領域１１内においてアレイ基板１上には、複数のゲート配線３と複数のソース配線
４が互いに交差してマトリックス状に配設されている。すなわち、アレイ基板１は複数の
配線が形成された配線基板である。表示領域５１において、ゲート配線３のそれぞれは図
面上の横方向に延在するように形成されている。横方向に延在するように形成されたゲー
ト配線３は縦方向に並んで複数配置される。表示領域５１において、同じ幅のゲート配線
３が同じ間隔で形成されている。
【００１９】
　一方、ソース配線４のそれぞれは図面上の縦方向に沿って延在するように形成されてい
る。縦方向に延在するように形成されたソース配線４は図面上の横方向に並んで複数配置
される。図１において、各ソース配線４が等間隔で形成されている。
【００２０】
　表示領域５１内において、これらゲート配線３とソース配線４により区切られる領域が
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画素である。各画素には、液晶に電圧を印加するための画素電極と、電圧の印加を制御す
るスイッチング素子が配置されている。スイッチング素子は、ゲート配線３とソース配線
４の交差部付近に設けられることが多く、典型的には、ＴＦＴ（ T h i n F i l m T r a
 n s i s t o r） が用いられる。
【００２１】
　図２に、表示領域５１内の画素周辺の平面図と断面図を示す。断面図は平面図において
Ａ－Ａで記載された箇所における断面図である。絶縁性基板２０上において、ゲート配線
３、及びゲート配線３ から延在されたゲート電極３１を覆うようにゲート絶縁膜５が形
成される。ゲート絶縁膜５は酸化シリコンや窒化シリコンなどを用いることができる。な
お、本実施の形態において後述するゲート引き回し配線もゲート配線３と同時に形成して
もよい。ゲート配線３やゲート引き回し配線の材料については後述する。
【００２２】
　次にゲート絶縁膜５の上に半導体膜６が形成される。半導体膜６には、ａ－Ｓｉ（非晶
質珪素）膜やｐ－Ｓｉ（多結晶珪素膜）膜やＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ等の酸化物半導体膜を
用いることができる。この半導体膜６の上には、ソース配線４から延在されたソース電極
７が形成される。これにより、半導体膜６のソース領域にはソース電圧を供給することが
できる。
【００２３】
　さらには、半導体膜６のドレイン領域の上にはドレイン電極８が形成されている。ソー
ス電極７及びドレイン電極８は、ソース配線４と同じ工程で形成することができる。
【００２４】
　ゲート配線３とソース配線４には、例えば、ＡｌやＣｒやＭｏなどの低抵抗の金属材料
を用いることができる。このように、ゲート配線３とソース配線４とは異なる配線層で形
成されている。すなわち、ゲート配線３とソース配線４とはゲート絶縁膜５を介してお互
いにほぼ直角に交差するように配設され、交差点近傍にはゲート電極３１、半導体膜６、
ドレイン電極８、ソース電極７を有するＴＦＴが配置されることになる。
【００２５】
　そして、ドレイン電極８を含むＴＦＴの上には、層間絶縁膜９が形成される。さらに、
層間絶縁膜９の上には画素電極１０が形成される。ドレイン電極８は、層間絶縁膜９に設
けられたコンタクトホールＣＨを介して画素電極１０が接続される。そのため、ドレイン
電極８に伝達した信号電圧は画素電極１０にも印加されることとなる。ここで、画素電極
１０とソース配線４との間の容量を低減するために、層間絶縁膜９としてはアクリルやポ
リイミド等からなる樹脂の絶縁膜が用いられることがある。
【００２６】
　液晶表示パネルが透過型の場合、画素電極１０はＩＴＯ などの透明導電膜によって形
成される。さらに、横電界方式やＦＦＳ方式の液晶パネルでは、画素電極１０の上層に電
極間絶縁膜１１が設けられ、電極間絶縁膜１１を介して画素電極１０と対向するようにし
てコモン電極１２が設けられる。コモン電極１２は透明導電膜で形成され、スリット形状
の開口部を有している。つまり、スリット形状部はコモン電極１２が形成されていない領
域であって、電極間絶縁膜９を介して下層の画素電極１０が露出していることになる。
【００２７】
　コモン電極１２は図面上では、複数の画素を横切って横方向に延在する帯状のパターン
として記載されているが、このようなパターン形状でなくてもよい。コモン電極１２は一
般的には、表示領域５１内のほぼ全面に渡って形成されることが多いが、例えばＴＦＴの
上方には設けない等、必要に応じて適宜開口を設けることもある。また、コモン電極１２
にはコモン電位が印加されており、信号電圧が印加される画素電極１０との間に生じるフ
リンジ電界により液晶分子が駆動されて液晶表示装置の表示がなされる。
【００２８】
　以上のようにして完成したＴＦＴにおいては、ゲート配線３にゲート信号が供給される
と、所定のゲート電極にゲート電圧が印加される。これにより、ＴＦＴがＯＮとなり、ソ
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ース配線からソース電極とドレイン電極を介して画素電極に画像表示信号電圧が供給され
る。以上が表示領域５１に関する説明である。次に、額縁領域５２の説明を行う。
【００２９】
　図１において、表示領域５１の下辺側、すなわち額縁領域５２において下部５２ｂ内に
形成される端子（図示せず）に接続するようにしてソースドライバＩＣ１４が配置される
。ソースドライバＩＣ１４は端子とソース引き回し配線４ａを介してソース配線４とつな
がっている。一方、額縁領域５２において右側部５２ａ内に形成される端子（図示せず）
に接続するようにしてゲートドライバＩＣ１３が配置される。ゲートドライバＩＣ１３も
端子とゲート引き回し配線３ａを介してゲート配線３とつながっている。図１において、
端子の位置は明示していないが、各端子はゲートドライバＩＣ１３とソースドライバＩＣ
１４のほぼ直下に位置しており、ドライバＩＣの各バンプと各々接続している。
【００３０】
　そして、アレイ基板１上の端子と接続するようにして配置されたゲートドライバＩＣ１
３とソースドライバＩＣ１４とは、外部から供給される制御信号や表示データを基にして
、各々ゲート配線３にゲート信号を供給したり、ソース配線４に画像表示信号電圧を供給
したりする。また、図１では図示しないがコモン電極１２にコモン電位を供給したりもす
る。
【００３１】
　次に、図３を用いて本発明に係る端子の構造について説明する。図３（ａ）（ｂ）は、
本発明に係るアレイ基板の額縁領域に配置される端子部近辺を示した図である。図３（ａ
）は平面図であり、図３（ａ）においてＸ－Ｘで示した部位の断面を示した図が図３（ｂ
）である。なお、図示していないが前述の通り、これらの複数の端子は各々、駆動回路で
あるゲートドライバＩＣやソースドライバＩＣと接続している。
【００３２】
　ガラス等の絶縁性基板２０上に、端子１５を構成する金属膜１６と、ゲート引き回し配
線３ａとが形成されている。本来、端子１５のみが並んだ形態で表してもよかったが、一
般的な端子の配列は千鳥形状であるという現状や、端子と引き回し配線とを対比させた方
がわかりやすいという事情からこのように表している。ここで、金属膜１６とゲート引き
回し配線３ａとは、ゲート配線３やゲート電極３１と同時に形成されたものであり、Ａｌ
、Ｔｉ、Ｃｒ等の金属材料からなる。また、端子１５を構成する金属膜１６はゲート引き
回し配線３ａの端部にあって、電気的にゲート配線３とつながっている。
【００３３】
　金属膜１６の上面には透明導電膜１７が形成されており、この透明導電膜１７も端子１
５を構成する。この透明導電膜１７は、図示しないが駆動回路であるＩＣの端子（バンプ
）と電気的・物理的に接続することとなる。また透明導電膜１７は、画素電極１０あるい
はコモン電極１２と同時に形成されたものであってもよく、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉ
ｎ　Ｏｘｉｄｅ）やＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＴＺＯ（Ｉｎｄ
ｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）等が用いられる。
【００３４】
　また、金属膜１６の側面には酸化絶縁膜１８が形成されている。さらに、ゲート引き回
し配線３ａの表面も酸化絶縁膜１８に覆われている。この酸化絶縁膜１８は金属膜１６や
ゲート引き回し配線３ａを構成する金属材料を母材とする酸化絶縁膜である。後述するが
、この酸化絶縁膜１８は、金属膜１６表面に対してアッシング等の酸素ガスを用いたプラ
ズマ処理を行うことにより形成される緻密な絶縁膜であり、金属膜１６を構成する金属を
母材とする酸化絶縁膜である。また、この酸化絶縁膜には金属膜１６の腐食を抑制する効
果を有する。
【００３５】
　つまり、金属膜１６のうち透明導電膜１７が形成されていない部分は緻密な酸化絶縁膜
１８に覆われており、外界からの腐食性物質の侵入を防いでいる。このように図３に示す
構造により、端子とＩＣとの接続マージンを確保させることと、ＩＣの狭ピッチ化および



(7) JP 2017-3661 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

パネルの狭額縁化とを両立させることが可能である。
【００３６】
　次に製造方法について説明する。図４（ａ）～（ｃ）は図３においてＸ－Ｘ線で示した
箇所の断面図を工程ごとに示した図面である。まず絶縁性基板などの基板２０上にゲート
配線３やゲート電極３１と同じ層である金属膜１６を製膜する。金属膜１６としては、お
もにＡｌ（アルミ）、Ｃｒ（クロム）、Ｔｉ（チタン）などのように金属表面に不動態を
形成し易い金属からなる膜や、これらを母材として他の物質を添加した合金からなる導電
膜が用いられる。ついで写真製版工程によりパターニングすることにより、図４（ａ）に
示すような金属膜１６のパターンとゲート引き回し配線３ａを形成する。
【００３７】
　その後、アレイ基板を製造するために、絶縁膜、半導体層、ソース・ドレイン電極等を
形成する。本明細書では表示領域５１内の詳細な製造方法の説明は省略するが、ゲート絶
縁膜５や層間絶縁膜９を形成する際について、図４（ｂ）（ｃ）を用いて説明する。たと
えば層間絶縁膜９を成膜する際は、図４（ｂ）に示すように金属膜１６を覆うようにして
絶縁膜を形成する。しかし、層間絶縁膜９については図４（ｃ）に示すように、端子の近
傍ではすべて除去する。この除去は、表示領域５１内の層間絶縁膜９にコンタクトホール
ＣＨを開口する際に行ってもよく、その場合は新たな成膜工程や写真製版工程を追加する
必要が無い。
【００３８】
　ここで、絶縁膜としては、ＳｉＮｘ（窒化珪素）、ＳｉＯｘ（酸化珪素）、ＳｉＯｘＮ
ｙ（酸窒化珪素）やこれらの積層膜が用いられる。また、アクリルやポリイミド等の有機
樹脂を用いてもよいし、樹脂膜を塗布して形成される平坦化絶縁膜でもよいし、シラン系
の液体を塗布して焼成して得られる酸化珪素膜でもよい。絶縁膜は有機絶縁膜と無機絶縁
膜との積層でもよい。ソース、ドレインの導電膜としては、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｔ
ｉ、Ｔａ、Ｗや、これらに他の物質を添加した合金からなる導電膜やその積層が用いられ
る。
【００３９】
　次に金属膜１６を覆う絶縁膜を除去した後、図４(ｄ)に示すように透明導電膜１７を形
成しパターニングを行う。この状態では、金属膜１６は露出しており、外界から腐食性物
質が侵入してきた場合、化学反応を起こしてしまい腐食が発生する恐れがあり、製造工程
での歩留まり低下および製品としての信頼性低下を招いてしまう。
【００４０】
　そのため、図４（ｄ）の構造を形成した後、金属膜１６の側面に緻密な酸化被膜である
酸化絶縁膜１８を形成するため、プラズマにより酸素を励起させ酸素ラジカルを形成し、
導電膜と結合させる。これにより、図３（ｂ）に示すように金属膜１６の側面に一様に緻
密な酸化被膜である酸化絶縁膜１８を形成する。この被膜は溶液や酸にさらされても溶け
去ることがないため、金属膜１６内を腐食から保護することが可能となる。このようにし
て、金属膜と金属膜上面の透明導電膜と金属膜側面を覆う酸化絶縁膜を備えた端子１５が
完成する。なお、ゲート引き回し配線３ａは側面部も上面部も酸化絶縁膜１８により被覆
されるので、隣接配線等の他の導電膜との短絡を抑制できる効果を奏する。
【００４１】
　このように、本実施の形態１に係るアレイ基板の製造方法においては、成膜工程と写真
製版工程を追加すること無く、端子の導電膜の側面に緻密な酸化絶縁膜を形成することが
できる。しかも、本構造では、金属膜の側面までをも透明導電膜で覆う必要はなくなるめ
、必要以上の端子面積の増加を防ぐことができ、ＩＣの狭ピッチ化およびパネルの狭額縁
化に対応することが可能である。さらに、透明導電膜１７が金属膜１６を覆っている箇所
にはプラズマ処理等によっても酸素ラジカルが供給されないため、金属膜と透明導電膜と
の界面には酸化物は存在しないため、接続の電気抵抗が増大することもない。
【００４２】
　緻密な酸化被膜の形成方法としては、上記ではプラズマアッシングを挙げたが、光励起
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【００４３】
　また、アライメントがずれることにより金属膜１６の上面の一部のみを透明導電膜１７
のパターンが覆う場合であっても、金属膜１６の上面において覆われていない領域をも酸
化絶縁膜１８で覆うことができるので腐食を防止する効果を奏する。
【００４４】
　以上のような構成とすることで、図３（ｂ）に示すように導電膜の面積を必要以上に大
きくすること無く、接続端子を形成することが可能である。また、配線上に配置される絶
縁膜も除去させているため、ＩＣがずれて実装された場合も絶縁膜に乗り上げて実装不良
になる可能性は少なくなり歩留まりが向上する。
【００４５】
実施の形態２．
　本発明の実施の形態２について図５を参照して説明する。図５は、図３においてＸ－Ｘ
線で示した箇所に相当する箇所の断面図である。実施の形態１においては、たとえば層間
絶縁膜９等の絶縁膜を成膜した後に、その絶縁膜を端子部近傍では全て除去していた。本
実施の形態２においては、図５に示すように絶縁膜１９をパターニングし、ゲート引き回
し配線３ａ上に絶縁膜１９を残している。配線部は端子部よりも導電膜のパターン幅が細
く、腐食の影響を受けやすい。そこで、絶縁膜１９により配線部を被覆することにより配
線部への外界からの影響を少なくし信頼性の向上を図ることができるという効果を奏する
。この絶縁膜１９は、層間絶縁膜９と同時に形成する絶縁膜であってもよいし、電極間絶
縁膜１１と同時に形成する絶縁膜でもよい。
【００４６】
　実施の形態１、２にかかるアレイ基板を用いて、公知の製法により表示装置を製造する
ことができる。たとえば、アレイ基板と対向基板との間に液晶が封入されるように貼り合
わせて基板周辺部をシールした後、アレイ基板や対向基板の端子に外部回路を接続し、光
源を背後に設置することにより液晶表示装置を製造することができる。
【００４７】
　また、アレイ基板の画素電極上に電界を印加することにより発光する発光層を形成した
後、絶縁膜により覆い、共通電極を形成することによりエレクトロルミネッセンス表示装
置を製造することができる。さらに、白と黒との顔料粒子を含むマイクロカプセルをアレ
イ基板と外部回路とが生成する電界により駆動する電気泳動方式の表示装置や、電子粉流
体方式の表示装置を製造することも可能である。表示装置とは異なるが、本発明にかかる
アレイ基板において画素電極の代わりに光電変換素子を設けることにより、可視光や紫外
光や放射線のイメージセンサーを製造することも可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１　アレイ基板、２　対向基板
３　ゲート配線、４　ソース配線
３ａ　ゲート引き回し線、４ａ　ソース引き回し線、
５　ゲート絶縁膜、６　半導体膜、７　ソース電極、８　ドレイン電極
９　層間絶縁膜、１０　画素電極、１１　電極間絶縁膜、１２　コモン電極
１３　ゲートドライバＩＣ、１４　ソースドライバＩＣ、
１５　端子、１６　金属膜パターン、１７　透明導電膜パターン、１８　酸化絶縁膜、
１９　絶縁膜、
２０　絶縁性基板、
３１　ゲート電極、
５１　表示領域、５２　額縁領域、
ＣＨ　コンタクトホール
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